
令和８年度高齢者・障がい者の消費者被害防止対策 

推進業務委託に係る企画提案公募実施要領 

 

この要領は、本提案に参加しようとする者（以下「提案者」という。）が留意すべき事項につ

いて定めたもので、提案者は以下の事項を熟読し、企画・提案を行うこととする。 

 

１ 目的 

本県における消費生活相談件数は、年間約５万件と高い水準で推移しており、そのうち４割以

上が６０歳以上の高齢者が契約当事者となっている相談である。また、障がい者が契約当事者と

なっている相談件数も年々増加傾向にある。 

高齢者・障がい者の消費者被害防止のためには、本人に加え、見守りを行う関係団体等の職員

やケアマネージャー、家族等にも消費者被害防止に係る知識を持ってもらう必要があるが、講師

派遣による実地研修の開催では、開催場所や開催回数、参加人数が限定的となる。 

そこで、時期や場所を限定せずに、高齢者・障がい者の見守りを行う関係団体の職員等や高齢

者・障がい者本人、その家族等が消費者被害防止に係る知識を習得、復習できるように研修

動画を作成するとともに、本研修動画の周知を兼ねた啓発資料を作成・配布し、これを活用

してもらうことで、高齢者・障がい者の消費者被害防止につなげる。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務の名称 ：令和８年度高齢者・障がい者の消費者被害防止対策推進業務 

  （２）業務の内容 ：別紙「令和８年度高齢者・障がい者の消費者被害防止対策推進業務 委

託仕様書（以下「仕様書」という。）」を参照のこと  

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和９年２月２６日 

 

４ 委託予算規模 

  ５６０万円程度（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 参加資格  

以下の条件を全て満たす者であること。 

（１）法人であって、福岡県内に事業所（本社又は支社等）を有していること。 

（２）業務に関する専門的な技術・資機材・人材等を有し、業務を円滑に遂行するための充 

分な能力及び経営基盤を有していること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、 

破産法（平成１６年法律第７５号）、会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づき、 

会社の更生、再生、破産又は清算の手続を行っていず、開始の申立てもなされていない 

こと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に規定する者

に該当しないこと。  



（５）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３管

達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でないこと。 

（６）県税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。  

（７）福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又は暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  

（８）役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む。）が、拘禁刑以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者でな

いこと。  

（９）過去３年以内に受託による動画企画及び制作実績を有する者。  

 

６ 企画提案公募スケジュール  

７月１０日（金） 

１７時まで 

質問書提出期限 

７月１７日（金） 

１７時まで 

企画提案書提出期限 

７月２３日（木） 

※予定 

プレゼンテーション及び審査会 

７月２７日（月） 

※予定 

審査結果通知 

７月下旬 

※予定 

委託契約の締結 

 

７ 連絡先、書類提出先  

〒812-0046  福岡市博多区吉塚本町１３番５０号 吉塚合同庁舎１階 

福岡県消費生活センター 相談啓発課  

 メールアドレス：shouhiseikatsuc@pref.fukuoka.lg.jp   

電話番号：０９２－６３２－１６００ ＦＡＸ：０９２－６３２－０３２２ 

 

８ 公募に関する質疑応答 

企画提案を行いたい事業者で質問等がある場合は、下記期限までに「質問書」（様式第１号）

を電子メールにより、上記７のメールアドレス宛に提出すること。提出後は必ず電子メールを

送信した旨を電話で連絡すること（電話連絡先も上記７のとおり）。 

【質問書提出期限】令和８年７月１０日（金）１７時 

 

質問に対する回答については、受付次第、質問者に対して随時回答することとする。なお、

公平性の確保、公正な選考を妨げる質問への回答は行わない。 

 

９  企画提案書の提出について 

（１）提出書類  

   ア 参加申込書（「参加資格申告書」を含む。）（様式第２号） 



イ 業務提案書 

・ Ａ４サイズ（片面印刷）（左綴じ）（図面などはＡ３サイズも可） 

・ 表紙にはタイトル（業務名）、提出年月日、事業者名を記載 

 ・ ページ番号を付けること 

・ 図表等を含め最大でも３０ページ程度とし、簡潔かつ明瞭に記述すること。 

ウ 業務見積書  

・ 撮影費用、編集費用、チラシデザイン費用、チラシ印刷費用、配送費用等の必要

経費の詳細内訳を記載すること  

エ 会社紹介資料（会社の概要、実施体制（組織図等）が分かる資料）  

（２）提出部数 

   ８部  

（３）作成方法 

・ 企画提案書の作成に当たっては、別紙「令和８年度高齢者・障がい者の消費者被害

防止対策推進業務企画提案書選定基準（以下「選定基準」という。）」に掲げる「審査

項目表」の各項目を踏まえて作成すること。 

・ 仕様書に掲げる仕様を満たさない提案は、評価の対象から除外することがあるの

で、注意すること。 

（４）提出期限 

令和８年７月１７日（金）１７時必着  

（５）提出方法 

上記７の提出先に持参または郵送により提出すること（ＦＡＸ及び電子メールは不可） 

（６）注意事項 

   ア 企画提案書は、１事業者につき１種類のみとする。 

   イ 提出された企画提案書は契約候補者の選定のみに使用する。 

ウ 企画提案書の作成に要した費用、その他参加に要した費用については、企画提案書

提出事業者の負担とする。 

エ 提出期限後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

オ 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

カ 提案内容は非公開とする。  

 

１０ 契約候補者の選定について 

（１）選定方法 

県が別に定める委員により組織された選定委員会（以下「選定委員会」という。）」にお 

いて、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価し、最も優れ

た提案を行った１事業者を契約候補者として選定する。 

 ただし、企画提案書提出事業者数が５者を超える場合、選定委員会審査前に事務局（福

岡県消費生活センター相談啓発課）における書面審査を行い、選定委員会審査に進む５者

を選定することとする。 

（２）選定委員会審査日 

   選定委員会審査予定日については、上記６のうち、「プレゼンテーション及び審査会」で



示すとおりであるが、実際の審査日程については、別途事前通知を行う。 

   上記１０（１）の事務局による書類審査を行った場合は、この審査結果通知も併せて行

うこととする。 

（３）審査項目及び審査基準 

   選定基準のとおりとする。 

（４）結果の通知 

    審査結果は、すべての企画提案書提出事業者に通知する。 

 

１１ 契約候補者選定後の手続きについて 

（１）契約の締結  

県は、契約候補者と具体的な委託内容等について協議を行い、合意に達した場合に限 

り、委託契約を締結するものとする。  

  なお、協議は契約候補者として選定された者から行うが、合意に達しない場合は、審 

査による評価点数が次順位の者と協議を行うものとする。 

上記の協議が合意に達した場合は、契約金額については、その者に対して改めて見積書 

提出を依頼した上で決定する。 

また、契約締結に係る費用は受託者の負担とする。  

（２）仕様書の決定  

    契約に当たっては、提案内容を基に両者協議の上、最終の仕様書を決定する。なお、こ

れについては、仕様書についての詳細部分を両者間ですり合わせるものであり、委託業務

内容に変更を及ぼすような、大幅な仕様変更を行うものではない。  

（３）契約保証金について  

契約に当たっては、福岡県財務規則第１６９条第１項の規定に基づき契約金額の１００  

分の１０以上の金額を契約保証金として契約締結までに県に納めること。  

      なお、県を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結した場合や、過去２年間に県

若しくは本県以外の地方公共団体又は国（公団を含む）と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたり締結し、これを全て誠実に履行していた場合等、契約保証金が減

免される場合がある。  

（４）委託料 

  事業の実施に必要なすべての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、 

賃借料、謝金、保険料等）を含むものとし、原則として領収書等で確認できるものを対象と

する。 

ただし、受託者による会合や飲食費、委託業務と直接関係ない経費や備品の購入等、資産 

取得となる経費は対象外とする。 

（５）支払いについて  

 受託者は県による履行確認をすべて受けたときは、県に対して委託料の支払いを請求す

るものとする。 

（６）誓約書の提出 

      契約にあたっては所定の様式の暴力団排除に関する誓約書を提出すること。 

    ※  契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明したときは、当該契約を解除す 



るとともに、違約金を徴収する。  

 

１２ その他  

本要領に記載された事項以外について取り決める必要が生じた場合、県の判断により決定 

を行う。 

提案者は、その内容に同意できない場合は応募および提案内容を撤回できるが、県は応募 

に要した一切の費用は負担しない。     


